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参 考

国家公務員の給与等に関する報告の骨子

○ 本年の給与等に関する報告のポイント

月例給、ボーナスともに改定なし

① 月例給の較差について、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減

額前の較差を算出し、併せて減額後の較差も算出

・ 減額支給措置は民間準拠による改定とは別に東日本大震災に対処するため、本
年度末までの間、臨時特例として行われているものであることを踏まえ、昨年同
様、減額前の較差に基づき給与改定の必要性を判断

・ 減額前の較差（0.02％）が極めて小さく、俸給表等の適切な改定が困難である
ことから、月例給の改定は見送り

② 公務の期末・勤勉手当（ボーナス）の支給月数は、民間と均衡しており、改定なし

・ 上記給与減額支給措置が行われていることを勘案

給与制度の総合的見直し

減額支給措置終了後に、俸給表構造、諸手当の在り方を含む給与制度の総合的見直し

を実施できるよう準備に着手

① 民間の組織形態の変化への対応

② 地域間の給与配分の見直し

③ 世代間の給与配分の見直し

④ 職務や勤務実績に応じた給与

Ⅰ 給与勧告の基本的考え方
・ 国家公務員給与は、社会一般の情勢に適応するように国会が随時変更することができる。その

変更に関し必要な報告・勧告を行うことは、国家公務員法に定められた人事院の責務

・ 勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適正な給与を確保する機能を有

するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤

・ 公務には市場の抑制力という給与決定上の制約がないことから、給与水準は、経済・雇用情勢

等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的

Ⅱ 民間給与との較差に基づく給与改定

約12,500民間事業所の約49万人の個人別給与を実地調査（完了率88.6％）

＊ 民間給与を広く把握し、公務員給与に反映させるため、本年から調査対象を全産業に拡大

公務と民間の４月分給与を調査（ベア中止、賃金カット等を実施した企業の状況も反<月例給>

映）し、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢の同じ者同士を比較

月例給の較差について、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額

前の較差を算出し、併せて減額後の較差も算出

76円 0.02％○ 月例給の較差（給与減額支給措置による減額前）

29,282円 7.68％（給与減額支給措置による減額後）

行政職俸給表(一)…現行給与 (減額前) 405,463円 平均年齢43.1歳

(減額後) 376,257円

○ 官民較差が極めて小さく俸給表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であることか

ら、月例給の改定は行わない

＊ 勧告の前提となる官民比較については、給与減額支給措置は民間準拠による水準改定とは

別に東日本大震災に対処するため、本年度末までの間、臨時特例として行われているもので

あることを踏まえ、給与法に定める給与額に基づき実施
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昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と公務の年<ボーナス>

間の支給月数を比較

（ （ ）） 、 （ ） 、○ 公務の支給月数 現行3.95月 減額前 は 民間の支給割合 3.95月 と均衡しており

改定は行わない

・ 給与減額支給措置が行われていることを勘案

（参考）減額後の公務の支給月数3.56月分相当

Ⅲ 給与制度の改正等
給与構造改革に関する勧告を行ってから８年が経過し、我が国の社会経済情勢は急激に変化。国

家公務員給与については一層の取組を進めるべき課題が種々生じてきている

国家公務員の給与に対する国民の理解を得るとともに、公務に必要な人材を確保し、職員の士気

や組織の活力の維持・向上を図っていくため、俸給表構造、諸手当の在り方を含め、給与制度の総

合的な見直しについて検討を進め、早急に結論

○ 民間の組織形態の変化への対応

部長、課長、係長等の間に位置付けられる従業員についても来年から官民比較の対象とする

方向で検討

○ 地域間の給与配分の在り方

地域の公務員給与が高いとの指摘。地域における官民給与の実情を踏まえ、更なる見直しに

ついて検討

＊ 民間賃金水準の低い全国1 4の12県の官民較差と全国の較差との率の差は実質的に２ポイン/
ト台半ば

○ 世代間の給与配分の在り方

地域間給与配分の見直しと併せて、民間賃金の動向も踏まえ、50歳台、特に後半層の水準の

在り方を中心に給与カーブの見直しに向けた必要な措置について検討

○ 職務や勤務実績に応じた給与

・ 人事評価の適切な実施と給与への反映

人事評価の適切な実施が肝要。昇給の効果の在り方等について検討

・ 技能・労務関係職種の給与の在り方

業務委託等により行政職(二)職員の削減が一層進められることが必要。直接雇用が必要と

認められる業務を担当する職員を念頭に民間の水準を考慮した給与の見直しを検討

公務の勤務実態や民間の手当の状況等を踏まえ必要な検討・ 諸手当の在り方

給与構造改革における昇給抑制の回復＊

平成26年４月１日の昇給回復は、45歳未満の職員を対象とし、最大１号俸上位の号俸に調整

Ⅳ 雇用と年金の接続
閣議決定を踏まえ、各府省において現行の再任用を活用した雇用と年金の確実な接続を図る必要

○ 雇用と年金の確実な接続のための取組

・ 職員に対する周知、希望聴取

・ 再任用職員の能力と経験をいかせる職務への配置等

・ 再任用に関する苦情への対応

・ 高齢期雇用を契機とした人事管理及び行政事務の執行体制の見直し等

○ 再任用職員の給与

・ 再任用職員の俸給水準や手当の見直しについては、公的年金が全く支給されない民間再雇用

者の給与の実態を把握した上で、再任用職員の職務や働き方等の実態等を踏まえ検討

・ 民間では、公的年金が全く支給されない再雇用者の給与水準を一部支給される再雇用者の給

与水準から変更しない事業所が多く、転居を伴う異動の場合に単身赴任手当を支給する事業所

が大半

＊ 年金支給開始年齢が62歳に引き上げられる平成28年度までに、再任用の運用状況を随時検証し

つつ、本院の意見の申出(平成23年)に基づく段階的な定年の引上げも含め再検討がなされる必要

Ⅴ 適正な給与の確保の要請
給与減額支給措置が終了する平成26年４月以降の給与については、本年の報告に基づく民間準拠

。 、 、による給与水準が確保される必要 国会及び内閣に対し 勧告制度の意義・役割に深い理解を示し

民間準拠による適正な給与を確保するよう要請
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国家公務員制度改革等に関する報告の骨子

Ⅰ 国家公務員制度改革についての基本認識

１ これまでの改革の経緯を踏まえた留意点

・ 全体の奉仕者である公務員の人事管理の特性を踏まえ、人事行政の公正確保や労働基本権制

約の代償機能の確保の観点からの十分な議論が必要

・ 制度官庁や各府省人事当局の実務家等の知見を活用して実効性ある制度設計を行う必要

・ 公務員制度は行政の基盤となる制度であり、改革は広く関係者の合意に基づいて行う必要

２ 今後の国家公務員制度改革の検討に当たっての論点

(1) 幹部職員人事の一元管理

内閣人事局の役割と各省大臣の組織・人事管理権との調和等を考慮して適切な制度設計を行

う必要。中立・第三者機関が選考基準設定等に関与する必要

(2) 内閣人事局の設置と人事院の機能移管

・ 級別定数は重要な勤務条件であり、労働基本権制約の下では、級別定数に関する機能は中

立・第三者機関が代償措置として担う必要

・ 任用の基準、採用試験及び人事院が所掌している研修は、人事行政の公正確保の観点から

特に重要な事務であり、これまでどおり中立・第三者機関が担う必要

(3) 自律的労使関係制度

本院はこれまで自律的労使関係制度について議論を尽くすべき重要な論点を提起。十分な議

論は行われておらず、未だ国民の理解は得られない状況

Ⅱ 人事行政上の諸課題への取組

１ 能力・実績に基づく人事管理の推進

(1) 幹部職員等の育成・選抜に係る人事運用の見直し等

管理職へは採用年次により一律的に昇任させるのではなく、幹部職員等として必要な能力・

適性を判断して選抜を行うなど、能力・適性に基づく人事運用が一層進められるよう各府省に

働きかけ

(2) 人事評価の適切な実施・活用

公務組織の活力を保つためには、各職員の勤務実績が人事評価に的確に反映され、その結果

を活用した人事管理を推進する必要。政府における人事評価制度・運用の改善等の検討に協力

２ 採用試験等の見直し

(1) 国家公務員採用試験への英語試験の活用

平成27年度総合職試験から外部英語試験を導入。本年秋を目途に全体の概要を公表できるよ

う検討

(2) 就職活動時期の見直しへの対応

民間の就職活動後ろ倒しを踏まえ、平成27年度試験日程等について検討。平成26年度試験日

程の発表と合わせて周知

３ 女性国家公務員の採用・登用の拡大

(1) 女性国家公務員の採用・登用の拡大

女性職員を対象とする管理能力向上のための研修の拡充等の新たな取組を推進

(2) 両立支援の推進

・ 本日、配偶者帯同休業制度の導入について意見の申出。育児・介護を行う職員へのフレッ

クスタイム制や短時間勤務制の適用の拡大等について早期に成案を得るよう検討

・ 男性職員の育児休業の取得が進まない要因等を職員の意識調査で把握し必要な対応を実施

・ 超過勤務の縮減には、厳正な勤務時間管理などが肝要。国会関係業務などは関係各方面の

理解と協力を得ながら改善。超過勤務手当については、必要に応じた予算の確保が必要
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一般職の職員の配偶者帯同休業に関する法律の制定についての

意見の申出の骨子

公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、配

偶者の外国での勤務等に伴い、配偶者と生活を共にすることを可能とする休業制度（配

偶者帯同休業制度）を創設

１ 配偶者帯同休業制度の目的

外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業の制度を設けることにより、有為な

職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的

２ 配偶者帯同休業制度の概要

(1) 休業の対象となる職員

外国で勤務等をする配偶者 と生活を共にすることを希望する職員（常時勤務することを※

要しない職員等を除く ）。

※ 配偶者は国家公務員に限らない。

(2) 休業の承認

職員の請求に基づき、任命権者が、職員の勤務成績等を考慮した上で公務の運営に支障が

ないと認めた場合に承認

(3) 休業の期間

１回の休業期間は３年を超えない範囲内（３年を超えない範囲内であれば、１回に限り期

間の延長が可能）

(4) 休業の効果

休業期間中は、職員としての身分を保有するが、職務に従事せず、給与は非支給

(5) 休業の承認の失効等

・ 休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合、配偶者が死亡又は配偶者と離

婚した場合は、休業の承認が失効

・ 休業をしている職員が配偶者と生活を共にしなくなった場合などは、任命権者は休業の

承認を取消し

(6) 休業に伴う任期付採用及び臨時的任用

任命権者は、職員の配置換え等の方法により配偶者帯同休業を請求した職員の業務を処理

することが困難であると認めるときは、請求の期間を限度として、任期付採用又は臨時的任

用を行うことが可能

(7) 給与の復職時調整

職務に復帰した場合、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内で必要な調整が

可能

３ 実施時期

公布の日から起算して１年を超えない範囲内の日から実施


